
 

 

 

 

  

 

第56回 No.30 

2017.6.6 
      都庁職病院支部教宣部発行 

 発行責任者：南田昌枝 

  支部と経営本部は超過勤務のルールを定め

る36協定交渉を続けてきましたが、交渉期限

の6日に合意に至ることができませんでし

た。支部は、13日を最終期限として経営本部

と交渉を継続します。 

 合意に至らなかった点は2点です。1点目は

労働時間管理の問題です。支部はICカードな

ど客観的記録媒体を使用して労働時間を確定

することができないならば、すべての職員が

正確に労働時間を自己申告することが唯一の

解決策であり、そのために全職員に正確に自

己申告するようにお願いする文章を配布せよ

と求めてきました。今回交渉期限までに具体

的文章が提示されなかったため合意を見送り

ました。 

映画「奪われた村 避難5年目の飯館村民」上映 
 6月13日(火)第3回支部委員会に引き続き映画「奪
われた村」の上映と映画を監督された豊田直己さん
の講演会を行います。支部委員でなくても、どなた
でも参加できます。避難を強制され暮らしをすべて
奪われた飯館村の現実をカメラは写します。ぜひご
参加ください。 
 

日時：6月13日(火)15時から上映と講演。 

会場：都庁第二庁舎32階都庁職大会議室 

 

奪われた村 
避難5年目の飯館村民 

病院・衛生局２支部合同 

新人歓迎会@豊洲ＢＢＱ 
組合に入ってBBQに参
加しよう！ 

6月10日(土)11:00～ 

豊洲 CAFÉ HAUS 
問い合わせ先 病院支部 
03-3349-1711    

＜当面の日程＞ 
6/10(土)14:00～ 止めよう！辺野古埋立て 共謀罪法案  
       は廃案に！6.10国会大包囲   国会周辺 

6/13(火)14:00～第３回支部委員会     都庁職大会議室 

6/29(木)～6/30(金)医療研究全国集会in北海道 

7/13(木)女性部定期大会          都庁職大会議室 

労働時間を記録しろとダンスで

訴えるバニ夫、バニ郎。You 

tube で「K・I・R・O・K・U・S・

H・I・R・O」を検索！ 

 2点目は大塚病院看護部のキャリアアップポイ

ント制度のBSC管理です。BSCでキャリアアッ

プポイント制度を管理することは、業務命令で

時間外の学習会に参加することになり、これに

対して25％の割増賃金が支払われないことは明

確な労働基準法の違反です。現に支部には「ポ

イントが目標に届かないから時間外の研修に参

加するように言われた」などの証言が具体的証

拠とともに多数寄せられています。キャリア

アップポイント制度を継続するならBSCから外

すべきです。今交渉でわたくしたち病院支部は

「労働基準法を守ってください」と言っている

だけで過大な要求をしているわけではありませ

ん。 

大塚病院キャリアアップポイント制度のBSC管理は労基法違反！ 

部長さん、職員のただ働きに甘
えた病院運営はやめてよね！ 


